
令和 2 年 4 月 

一般社団法人 大和青色申告会 

 

緊急事態宣言発令後の当会業務体制について 
 

 平素より会活動に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

ご存じのとおり 4月 7日に緊急事態宣言が発令され、国税庁は所得税・消費税の申告に

つきましては期限を区切らずに 4月 17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けるこ

ととしました。 

このことを受け、大和青色申告会の対応は下記のとおりとさせていただきます。 

 

① 令和 2 年 4 月 16日（木）まで 

ご相談等は、平日の 8時 45分～午後 3時までの受付とさせていただきます。 

※ 12時 00分～13時 00分は休憩とさせていただきます。 

 

② 令和 2 年 4 月 17（金）～令和 2年 5 月 6 日（水） 

会員の皆様と職員の健康を考慮し、事務局は閉めさせていただきます。なお、平日

のみ電話でのお問い合わせ等は対応いたします。 

※ 本案内をご覧にならないでお越しいただいた場合でも、対面での相談等はいたしかねます。 

 

③ 令和 2 年 5 月 7 日（木）以降 

平日のみ通常どおり業務いたします。 

※ 5月 9日（土）開催予定の休日指導会は中止とさせていただきます。 

 

上記のとおり 4月 17日（金）以降も所得税・消費税の申告が可能となりましたので、会

員の皆様には柔軟な対応をお願いいたします。 

ご来局の際は感染予防のため、マスクの着用をお願いいたします。 

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により上記内容が変更になる場合がありま

す。その際は当会ホームページでお知らせいたします。 

ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。 
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